
 

 

 

令和６年度 

革新的ロボット研究開発等基盤構築事業に係る 

間接補助事業者公募 

(ロボットフレンドリーな環境構築支援事業) 
 

  

公 募 要 領  
  

  

【応募方法】 

本公募では、補助金申請システム「jGrants」にて応募を受け付けます。  

jGrants では、電子的に申請を受け付けるとともに、当該申請システムを通じて行

われた申請に対する事務局からの通知は、原則として当該申請システムで通知等を

行います。  

jGrants を利用するには、ＧビズＩＤの取得が必要です。  

jGrants 操作方法： https://www.jgrants-portal.go.jp  

 画面上部「申請の流れ」タブ＞「事業者クイックマニュアル」をご確認くだ

さい。  

 

【受付期間】 

令和６年７月２日（火）～令和６年７月２６日（金）正午まで  

※上記期間までに jGrants で申請を実施してください 。  

※ＧビズＩＤの取得には２～３週間を要する場合があるため、余裕を持って準

備してくだささい。  

  

 ※本公募要領は、jGrants のホームページからダウンロードできます。  

 https://www.jgrants-portal.go.jp/  

（トップページの「補助金を探す」から「令和６年度 革新的ロボット研究開発等基

盤構築事業に係る間接補助事業者公募」で検索下さい）  

 

  

  

令和６年７月 
  

一般社団法人日本ロボット工業会 (JARA) 



 

 

 

補助金を申請及び受給される皆様へ 
  

一般社団法人日本ロボット工業会（以下「JARA」という。）が取り扱う令和６年度革新

的ロボット研究開発等基盤構築事業（以下「本事業」という。）は、公的な国庫補助金を

財源としており、社会的にその適正な執行が強く求められます。当然ながら、JARA とし

ても厳正に補助金の執行を行うとともに、虚偽や不正行為に対しては厳正に対処いたしま

す。  

  

本事業の補助金の交付を申請する方、採択されて補助金を受給される方は、「補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年８月２７日法律第１７９号）」をよ

く御理解の上、また以下の点についても十分に御認識いただいた上で補助金受給に関する

すべての手続きを適正に行っていただきますようお願いいたします。  

 

① 補助金に関係する全ての提出書類において、いかなる理由があってもその内容に虚

偽の記述を行わないでください。 

 

② 偽りその他不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、JARA

として、補助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。 

なお、事業に係る取引先（請負先、委託先以降も含む）に対して、不明瞭な点が確

認された場合、補助金の受給者立ち会いのもとに必要に応じ現地調査等を実施します。

その際、補助金の受給者から取引先に対して協力をお願いしていただくこととします。 

 

③ 上記の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取

消を行うとともに、受領済の補助金のうち取消対象となった額に加算金（年１０．９

５％の利率）を加えた額を JARA に返還していただきます。併せて、経済産業省及び

JARA から新たな補助金等の交付を一定期間（最大３６ヵ月）行わないこと等の措置

を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内容を公表することがあります。 

 掲載アドレス： 

  http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html 

 

 

④ 補助金に係る不正行為に対しては、補助金適正化法第２９条から第３２条において、

刑事罰等を科す旨規定されています。あらかじめ補助金に関するそれら規定を十分に

理解した上で本事業の申請手続を行うこととしてください。 

 

⑤ JARA から補助金の交付決定を通知する前において、発注等を完成させた経費につ

いては、補助金の交付対象とはなりません。 

 

⑥ 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助事業

の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約（契約

金額１００万円未満のものを除く）に当たっては、経済産業省から補助金交付等停止

http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html


 

 

措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則でき

ません（補助事業の実施体制が何重であっても同様。）。 

 掲載アドレス： 

  http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html 

 

⑦ 補助金で取得、または効用の増加した財産(取得財産等)を当該資産の処分制限期間

内に処分（補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担

保に供すること）しようとする時は、事前に処分内容等について経済産業大臣の承認

を受けなければなりません。 

なお、必要に応じて取得財産等の管理状況について調査することがあります。 

※ 処分制限期間とは、導入した機器等の耐用年数期間をいう。  

※ 耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年３月３１日大

蔵省令第１５号）」に準ずる。 

  

一般社団法人日本ロボット工業会(JARA) 

http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html
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1. 事業の内容  

  

1.1. 事業目的  

  

自動車や電機・エレクトロニクス分野等と異なり、ロボットの導入が進んでいないサービス

や三品産業分野等においては、人手不足といった社会課題の解決のためのツールとして、ロボ

ットに対する期待は極めて高いと考える事ができます。現時点では、ある特定の企業の活用を

想定した活用範囲の狭いロボットの利用を前提とした開発や供給が行われている傾向にあるた

め、ロボットは高機能・特定企業仕様ゆえの高コスト構造となっています。それが、現時点に

おいて幅広くロボットが普及していない大きな原因の一つであると考えられます。  

そのような状況を打開するため、経済産業省及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技

術総合開発機構（NEDO）は、令和元年 11 月に、ユーザー、システムインテグレーター等が一

堂に会するロボット実装モデル構築推進タスクフォース（以下、「ＴＦ」という。）を設置し

ました。本ＴＦは、人手不足への対応等が喫緊の課題となっている施設管理、小売、食品の

分野にフォーカスをあて、ユーザー側の既存の業務プロセスや施設環境等を見直すことを前

提とした「ロボットフレンドリーな環境」と、それに基づくロボット実装モデルを構築する

ことが目的です。  

本事業は、上記ＴＦの検討結果である「ロボットフレンドリーな環境構築のための取組案」

を具体的にユーザーの業務プロセスや施設環境等にビルトインしていくため、「ロボットフレ

ンドリーな環境」を施設管理分野、食品分野に構築するための開発に係る費用の一部を補助し

ます。  

  

1.2. 事業名称  

  

令和６年度革新的ロボット研究開発等基盤構築事業に係る間接補助事業者公募事業  

   

1.3. 予算額  

  

ロボットフレンドリーな環境の構築にあたり必要な開発に係る費用の一部を補助します

（施設管理、食品の２分野合計予算額38,700万円。補助率２／３、施設分野の大企業は１

／２）。  

   

1.4. 事業内容  

  

本事業では、ロボットフレンドリーな環境の構築にあたり必要な開発に係る費用の一部をロ

ボットユーザー（以下、「間接補助事業」という。）に対して開発を支援するべく、公募要領の

関連資料である「ロボットフレンドリーな環境構築のための取組案」に基づき、優先検討項目

として整理されている項目に関する開発に係る費用等に要する経費の一部を助成します。  

  

（参考）ロボット実装モデル構築推進タスクフォース 国会図書館 WEB サイト 

 

1.5. 補助対象事業者  

  

以下の①～⑧のすべての要件を満たす民間企業等を補助対象事業者とします。  

  

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12685722/www.meti.go.jp/press/2019/11/20191112001/20191112001.html
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① 日本に拠点を有している法人。  

  

② 本事業を的確に遂行する組織、人員等を有し、法定耐用年数の間、導入機器等を継続的に

維持運用できること。 

 

③ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理

能力を有していること。  

  

④ 本事業の全部又は一部を複数の企業等が共同して実施する場合は、各企業等が当該事業の

研究開発成果の実用化・事業化計画の立案とその実現について十分な能力を有するととも

に、各企業等間の責任と役割が明確化されていること。また、幹事法人を設定すること。 

 

⑤ 経済産業省及び JARA、ロボット革命・産業 IoT イニシアティブ協議会（以下「RRI」とい

う）、一般社団法人ロボットフレンドリー施設推進機構（以下「RFA」という）が本事業期

間中及び終了後に行う調査や標準化活動への情報提供等に協力できること。 

 

⑥ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこ

と。また、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助

事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約（契約

金額１００万円未満のものを除く）に当たっては、経済産業省から補助金交付等停止措置

又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できないため

（補助事業の実施体制が何重であっても同様。）、そのために必要な措置を講じること。  

 

⑦ 本事業実施に当たって、本事業以外からの国庫による補助等（経済産業省のみならず他省

庁の補助金、委託費、交付金等も含む。）を受けていない又は受ける予定がないこと。  

 

⑧ 経済産業省におけるＥＢＰＭ※に関する取組に協力すること。 

 

（※）ＥＢＰＭ（Evidence-Based Policy Making：証拠に基づく政策立案）とは、政策の

企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根

拠（エビデンス）に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計

を正確に分析して効果的な政策を選択していくＥＢＰＭの推進は、2017年以降毎年、政府

の経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）にも掲げられており、今後もますます重

要性が増していくことが予想されます。 

参考：EBPM(Evidence-Based Policy Making)に関連する取組 

https://www.meti.go.jp/policy/policy_management/ebpm/ebpm.html 

 

 

1.6. 提案分野  

  

以下、昨年度までの成果、及びロードマップを踏まえ本年度の事業を実施する。 

 

〇ロボット実装モデル構築推進タスクフォース （国会図書館 WEB サイト） 

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11460058/www.meti.go.jp/press/2019/11/20

191112001/20191112001.html 

〇ロボットフレンドリーな環境構築のための取組案（概要） （国会図書館 WEB サイト） 

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11460058/www.meti.go.jp/press/2019/11/20191112001/20191112001.html
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11460058/www.meti.go.jp/press/2019/11/20191112001/20191112001.html
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https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11684890/www.meti.go.jp/press/2020/09/202

00928002/20200928002-1.pdf 

〇ロボットフレンドリーな環境構築のための取組案（詳細） （国会図書館 WEB サイト） 

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11684890/www.meti.go.jp/press/2020/09/20

200928002/20200928002-2.pdf 

〇令和２年度「革新的ロボット研究開発等基盤構築事業」の成果 

 https://www.jmf.or.jp/houkokusho-cat/reportlist-2020/ 

〇令和３年度「革新的ロボット研究開発等基盤構築事業」の成果 

https://www.jmf.or.jp/houkokusho-cat/reportlist-2021/page/2/ 

〇令和４年度「革新的ロボット研究開発等基盤構築事業」の成果(施設管理分野－１) 
https://www.jmf.or.jp/houkokusho-cat/reportlist-2022/page/2/ 

https://www.jmf.or.jp/houkokusho-cat/reportlist-2022/page/3/ 

〇令和５年度「革新的ロボット研究開発等基盤構築事業」の成果（全体） 

https://www.jara.jp/publications/search_report/2024/rpt-

2024003/r5_report_robot_friendly.pdf 

 

〇ロードマップ「ロボットフレンドリーな環境構築に向けたロードマップ案」 

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000347.pdf  

 

1.6.1 本年度の提案分野（Ａ及びＢ） 

Ａ．ロボットフレンドリーな環境構築（施設管理分野）（補助総額(※)：15,700 万円）  

  

＜開発課題（Ａ）＞  

「ロボット導入のユースケース拡大や利便性・経済性の向上に向けた環境開発」  

  

＜補助対象者（Ａ）＞  

施設環境にロボットの導入を期する事業者であり、ロボットフレンドリーな環境を構築して研

究開発できる資産や技術を有し、ロボットメーカー、建設事業者、設備メーカー等と連携できる

施設管理者または SIer（ロボットと施設内設備との連携を通じたロボット導入を担う事業者）で

あること（これら事業者を中心とした共同提案者を含む）。 

 

＜重要解決ポイント（背景）（Ａ）＞  

オフィスビル、商業施設といった施設内においてロボット導入の費用対効果が上がらない理由

として『エレベータ、セキュリティ扉と連携しなければ移動範囲が限定されてしまう』、『ロボッ

トが活動しやすい設備環境が明確化されておらず、どのような環境を整えるべきかを事業者毎に

検討しなければならない』、『複数ロボットの協調連動をする難易度が高い』などの阻害要因が挙

げられていた。 

それらを解消すべく、ロボットフレンドリー施設推進機構（ＲＦＡ）では、 

〇ロボット・エレベータ連携インタフェイス定義（RFA B 0001 :2022） 

〇ロボット・セキュリティ連携インタフェイス定義（RFA B 0002 :2023） 

〇サービスロボットの移動の円滑化－物理環境の分類と指標－建築物およびその敷地内（RFA B 

0003 :2024） 

という３つの規格を発行している。また、複数ロボットの協調連動（群管理制御）についても、

一昨年度及び昨年度の本事業において、標準的な手法の確立と規格化に向けた成果を挙げている

ところである。 

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11684890/www.meti.go.jp/press/2020/09/20200928002/20200928002-1.pdf
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11684890/www.meti.go.jp/press/2020/09/20200928002/20200928002-1.pdf
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11684890/www.meti.go.jp/press/2020/09/20200928002/20200928002-2.pdf
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11684890/www.meti.go.jp/press/2020/09/20200928002/20200928002-2.pdf
https://www.jmf.or.jp/houkokusho-cat/reportlist-2022/page/2/
https://www.jara.jp/publications/search_report/2024/rpt-2024003/r5_report_robot_friendly.pdf
https://www.jara.jp/publications/search_report/2024/rpt-2024003/r5_report_robot_friendly.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000347.pdf
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これらの取組により施設内へロボット導入しやすい環境の明確化を進めてきたところ、今後

は、全国の施設でロボット実装を進めるためには、イニシャルコストの低減やより使いやすいロ

ボット開発につながる性能評価指標の策定、収益性検証ができる指標の明確化など、ビジネスと

して自走できる状況をつくることが重要である。 

加えて、これまでにＲＦＡ規格の策定等により標準化が実現した領域・範囲の拡張による設備

連携の更なる容易化も求められる。 

 

＜提案事項（Ａ）＞  

上記重要解決ポイント（背景）の下、経済的障壁や導入障壁等を解決し、ロボット導入が業界

において幅広く促進されていくための研究開発を提案のこと。 

具体的には、本事業の昨年度までの成果を更にエンハンスし、各種成果を着実に社会実装へつ

なげるための研究開発や標準化事業として、以下を想定する（例示であり、必ずしも全てを網羅

している必要はなく、課題解決のために重要と認められる以下に準じた項目の提案も妨げない。

また、複数項目を組み合わせることも差し支えない。）。 

 

Ａ－１：昨年度成果や策定済みのＲＦＡ規格を前提とした、ロボフレ環境の更なる実装加速に資

する研究開発または技術検証 

① エレベータ連携ユースケースを拡大（例えば、ロボットと人のエレベータ同乗ケース等）をし

ていく上での環境面での課題整理（標準化領域の特定を含む）や技術検証 

② セキュリティ連携ユースケースを拡大（例えば、夜間の機械警備システム稼働時にロボットが

運用できるための警備システム連動等）していく上での環境側での課題整理（標準化領域の特

定を含む）や技術検証 

③ 物理環境指標（ロボフレレベル）の適用ユースケースを拡大（例えば、屋外または半屋外）し

ていく上での技術検証 

④ 複数メーカーのロボット群管理を実現する上での環境面での制御規格の策定、社会実装の促進

に向けた検証及び実証等 

 

Ａ－２：ロボット導入のユースケース拡大に繋がる、新たな標準化領域のための検証 

⑤ ロボットの導入検討や導入効果がわかりやすくなるための、性能評価指標の検討、妥当性検証

（人混みでの回避性能評価指標など） 

⑥ 本事業でこれまで検証されてきた施設（オフィスビル、ホテル、小売店舗）以外のユースケー

スを対象とした、ロボットの実装に資する環境開発（そのための協調領域の特定や課題整理を

含む）や技術検証 

 

Ａ－３：ロボット導入による利便性や経済性の向上に資する新たな環境開発 

⑦ 簡易・廉価なエレベータ連携手法の確立（実現する上での課題の特定と解決策の提示を含む。） 

⑧ ロボット導入の収益性検証/指標の明確化（高い汎用性があること） 

 

本事業の研究開発によって得られた知的財産等を含めた成果は、日本全国においてロボットフレ

ンドリーな環境を実現していくために必要不可欠なものであり、研究開発当事者に閉じず、様々

な業界において社会実装可能となるかたちで平等に活用できるようにする（例えば、知的財産の

実施権の取扱いや使用料の取扱い等に対する配慮がなされている）。この考えに合意する者が提

案すること。 
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(※)【Ａ】において採択件数は１件と限らない。「補助総額」は施設分野全体の総額であり、１

件当たりの目安金額は上限 3,000万円程度を見込んでいる。採択された各提案の補助額は、提案

内容等を踏まえ最終的に補助金額を決定するものとする。 

 

 

Ｂ．ロボットフレンドリーな環境構築（食品分野）（補助総額(※※)：23,000 万円）  

  

＜開発課題（Ｂ）＞  

「盛付工程及び出荷工程の自動化を実現するための各種標準化」  

  

＜補助対象者（Ｂ）＞  

惣菜や弁当の盛付工程やその前後工程（以下、盛付工程等）に係る業務について、ロボットシ

ステムインテグレータと連携して、業界内で広く普及することを念頭に置いたロボットシステム

や周辺環境の開発を行うことができる惣菜製造事業者（小売事業者であって、惣菜製造も行う事

業者も含む）、あるいは当該事業者を中心とした共同提案者であること。また、取組の内容や成果

について、消費者や顧客（小売業者）との共通理解の醸成に向けた取組を行える事業者であるこ

と。 

 

＜重要解決ポイント（背景）（Ｂ）＞  

盛付工程等では、食材の機械的な取扱いの難しさや食材や容器、製品の品種の多さなどにより

自動化が進んでおらず、大部分の工程を人手作業に依存している。こうした多品種生産では、段

取り等の切り替えが多くなるため専用設備の利用が難しく、また、中小企業が多いことから高額

な設備投資は難しい。 

これらの解消にあたり、ロボットの導入は有効な手段と考えられるが、現在の盛付工程や環境

では、技術面や経済面の課題から、直ちにロボットを導入することは難しい。これらの背景を総

合的に考慮したロボットフレンドリーな環境の構築が不可欠である。  

  

＜提案事項（Ｂ）＞  

上記重要解決ポイント（背景）の下、経済的障壁や導入障壁等を解決し、盛付工程等へのロボ

ット導入が業界において幅広く促進されていくための研究開発を提案のこと。具体的には、本事

業の昨年度までの成果を更にエンハンスし、各種成果を着実に社会実装へつなげるための研究開

発や標準化事業として、以下を想定する（例示であり、必ずしも全てを網羅している必要はなく、

課題解決のために重要と認められる以下に準じた項目の提案も妨げない。また、複数項目を組み

合わせることも差し支えない。）。 

 

① ロボットによる惣菜や弁当盛付実装に資する研究開発(処理能力・精度の更なる向上、対応品

種数の強化、エンドユーザーにおける作業性の向上、普及に向けたモジュール設計など) 

② ロボットフレンドリーな容器・番重やそれに合わせた包装機械・周辺機器の研究開発（処理

能力・精度の更なる向上、食材のはみ出しが検出しやすい容器やその検出方法、新食材への

対応や醤油小袋の投入など） 

③ 食品製造工程における食材投入や食品受取、攪拌などの製造補助装置の研究開発（ロボット

フレンドリーな環境構築も含める） 

④ 食品工場において利用できる AMR/AGV の研究開発（ロボットフレンドリーな環境構築も含め

る） 

⑤ 惣菜工場の自動化に資するシミュレーションやシフト計算等の導入促進策 

⑥ 食品工場におけるロボットフレンドリーな標準化開発とそのドキュメンテーション（これま

での事業における開発品成果のカタログリスト作成やロボフレ規格原案等） 
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本事業の研究開発によって得られた知的財産等を含めた成果は、日本全国においてロボットフ

レンドリーな環境を実現していくために必要不可欠なものであり、研究開発当事者に閉じず、

様々な業界において社会実装可能となるかたちで平等に活用できるようにする（例えば、知的財

産の実施権の取扱いや使用料の取扱い等に対する配慮がなされている）。この考えに合意する者が

提案すること。 

(※※)【Ｂ】において採択件数は１件と限らない。「補助総額」は食品分野全体の総額であり、採

択された各提案の補助額は、提案内容を踏まえ最終的に補助金額を決定するものとする。 

 

 

1.7. 応募にあたっての留意事項  

  

1.7.1 不合理な重複及び過度の集中の排除  

「競争的研究費の適正な執行に関する指針」（令和 3 年 12 月 17 日改正 競争的研究資金に関す

る関係府省連絡会申し合わせ： 

 内閣府 HP https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin_r3_1217.pdf 参照。） 

を踏まえ、経済産業省所管のすべての競争的研究費について不合理な重複（注 1） 及び過度の集

中（注 2）を排除し、研究活動に係る透明性を確保しつつ、エフォート（研究者の全仕事時間に対

する当該研究の実施に必要とする時間の配分割合（％））を適切に確保できるか確認するため、以

下の措置を講じることとします。 詳細は、上記の申し合わせを御参照ください。 

 

（１）不合理な重複及び過度の集中に関する情報の共有等  

不合理な重複及び過度の集中の排除を行うために必要な範囲内で、応募内容の一部に関する

情報を、所属機関に加えて、配分機関や関係府省間で共有することがあります。  

応募書類やｅ－Ｒａｄへの記載及び所属機関、配分機関及び関係府省からの情報等により不合

理な重複又は過度の集中があると認められた場合は採択しないことがあります。また、応募書

類やｅ－Ｒａｄに事実と異なる記載をした場合は、研究課題の不採択、採択取消し又は減額配

分を行うことがあります。 

 

（２）他の競争的研究費その他の研究費の応募・受入状況等の確認  

応募する研究課題に携わる研究代表者・研究分担者等（注 3）について、現在の他府省を含

む他の競争的研究費その他の研究費の応募・受入状況（制度名、研究課題、実施期間、予算額、

エフォート等）や、現在の全ての所属機関・役職（兼業や、外国の人材登用プログラムへの参

加、雇用契約のない名誉教授等を含む。）に関する情報を応募書類やｅ－Ｒａｄに記載してく

ださい。  

なお、これらの研究費に関する情報のうち秘密保持契約等が交わされている共同研究等に関

する情報については、守秘義務を負っている者のみで扱います。また、研究課題の遂行に係る

エフォートを適切に確保できるかどうかを確認するために必要な情報のみ（注 4）ご記入くだ

さい。  

ただし、既に締結済の秘密保持契約等の内容に基づき提出が困難な場合など、やむを得ない事

情により提出が難しい場合は、相手機関名と受入れ研究費金額は記入せずに提出することも可

能です。その場合においても必要に応じて所属機関に照会を行うことがあります。  

 

（３）今後の秘密保持契約等締結時の検討  

今後、秘密保持契約等を締結する際は、競争的研究費の応募時に、必要な情報に限り提出す

ることがあることを前提とした内容とすることをご検討ください。   

https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin_r3_1217.pdf
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ただし、企業戦略上著しく重要であり、秘匿性が特に高い情報であると考えられる場合等、秘

匿すべき情報の範囲について契約当事者が合意している契約においては、秘匿すべき情報を提

出する必要はありません。なお、その場合においても守秘義務を負っている者のみで共有を行

います。  

  

（４）研究者が関与する全ての研究活動に係る透明性の確保  

  応募する研究課題に携わる研究代表者及び研究分担者等については、寄附金等や資金以外

の施設・設備等の支援（注 5）を含む、自身が関与する全ての研究活動に係る透明性確保のた

めに必要な情報について、所属機関の関係規程等に基づき、所属機関に適切に報告している旨

の誓約を求めます。  

 誓約に反し適切な報告が行われていないことが判明した場合は、研究課題の不採択、採択取

消し又は減額配分とすることがあります。  

 また、応募する研究課題には使用しないものの別に従事する研究で使用している施設・設備

等の受入状況に関する情報については、所属機関に対し、当該情報の把握・管理の状況につい

て提出を求めることがあります。  

  

（５）大学・研究機関等（注 6）における利益相反・責務相反に関する規程の整備状況等の確認 

 「研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対する研究インテグリティの確保に

係る対応方針について」（令和 3 年 4 月 27 日 統合イノベーション戦略推進会議決定）（注 7）

の趣旨を踏まえ、大学・研究機関等において利益相反・責務相反（注 8）をはじめとして関係

の規程を整備することが重要です。これらの規程の整備状況及び情報の把握・管理の状況につ

いて、必要に応じて所属機関に照会を行うことがあります。 

 

注 1 「不合理な重複」とは  

同一の研究者による同一の研究課題（競争的研究費が配分される研究の名称及びその内容

をいう。以下同じ。）に対して、複数の競争的研究費その他の研究費（国外も含め、補助金や

助成金、共同研究費、受託研究費等、現在の全ての研究費であって個別の研究内容に対して

配分されるもの：所属する機関内において配分されるような基盤的経費又は内部資金、商法

で定める商行為及び直接又は間接金融による資金調達を除く。）が不必要に重ねて配分される

状態であって、次のいずれかに該当する場合をいう。   

・実質的に同一（相当程度重なる場合を含む。以下同じ。）の研究課題について、複数の競争

的研究費その他の研究費に対して同時に応募があり、重複して採択された場合  

・既に採択され、配分済の競争的研究費その他の研究費と実質的に同一の研究課題について、

重ねて応募があった場合  

・複数の研究課題の間で、研究費の用途について重複がある場合  

・その他これらに準ずる場合  

注 2 「過度の集中」とは  

同一の研究者又は研究グループ（以下「研究者等」という。）に当該年度に配分される研究

費全体が、効果的、効率的に使用できる限度を超え、その研究期間内で使い切れないほどの

状態であって、次のいずれかに該当する場合をいう。  

・研究者等の能力や研究方法等に照らして、過大な研究費が配分されている場合  

・当該研究課題に配分されるエフォートに比べ、過大な研究費が配分されている場合  

・不必要に高額な研究設備の購入等を行う場合  

・その他これらに準ずる場合。 



8 

 

注3 応募の研究課題を実施する代表の者及び当該研究課題において研究費を主体的に使用する

者など、本指針の不合理な重複及び過度の集中の排除の趣旨に基づき、各競争的研究費事業

において措置を講ずるものを指す。 

 注 4 原則として共同研究等の相手機関名と受入れ研究費金額及びエフォートに係る情報のみと

する。  

注 5 無償で研究施設・設備・機器等の物品の提供や役務提供を受ける場合を含む。  

注6 国又は研究資金配分機関から交付、補助又は委託される経費を用いて行われる研究開発を

実施している研究開発機関（国の試験研究機関、研究開発法人、大学等及び民間事業者等に

おける研究開発に係る機関）を指す。  

注 7 内閣府 HP 

 https://www8.cao.go.jp/cstp/kokusaiteki/integrity/integrity_housin.pdf ）参照。  

注8 研究者又は大学・研究機関等が研究活動に伴って得る利益（実施料収入、兼業報酬、未公

開株式、研究成果等を含む。）と、国又は研究資金配分機関から交付、補助又は委託される経

費を用いて行われる研究開発において求められる責任や各機関において所属する研究者に求

められている責任が衝突・相反している状況を意味する。 

 

1.7.2 研究活動の不正行為への対応  

（１）研究機関の研究体制の整備と実施状況の確認  

研究活動の不正行為（ねつ造、改ざん、盗用）については、「研究活動の不正行為への対応

に関する指針」（平成１９年１２月２６日経済産業省策定）（以下「不正行為指針」という。）

に基づき、経済産業省は資金配分機関として、本事業の間接補助事業者は研究機関として必要

な措置を講じることとします。  

研究機関における研究体制の整備については、不正行為指針に基づき、必要な規定の整備を

含む実効的な取組を行ってください。なお、同指針に基づき、本事業に関する研究費の交付決

定に当たって、研究機関における行動規範の策定や機関に所属する研究者に対する研究倫理教

育(注 1)の実施状況について確認(注 2)をさせていただくとともに、必要に応じ、こうした指針

への対応状況等について中間検査等の際に確認を行います。  

注１ 申請者が所属する研究機関において、研究倫理教育が行われていない場合、研究倫理教育

を実施してください。なお、その際、経済産業省が作成した「研究不正を防ぐために」※を

参照することもできます。  

※ 経済産業省ホームページに掲載  

http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/index.html  

注 2 研究資金の契約手続きが円滑に行われるよう、応募された提案の採択時に研究機関におけ

る行動規範の設置状況と研究倫理教育の実施有無を併せて確認させていただきます。その時

点までに研究機関内で研究倫理教育が実施されていない場合は、早急に行ってください。  

  

（２）不正行為があると認められた場合の措置  

１）本事業において不正行為があると認められた場合の措置  

 本事業において、不正行為があると認められた場合、以下の措置を講じます。  

① 不正行為の重大性などを考慮しつつ、当該研究資金の全部又は一部を返還していただくこと

があります。  

② 不正行為があったと認定された研究の不正行為に関与したと認定された者（論文等の著者、

論文等の著者ではないが当該不正行為に関与したと認定された者）に対し、本事業への翌年

度以降の応募を制限します。（応募制限期間：不正行為の程度などにより、原則、不正行為

があったと認定された年度の翌年度以降２～１０年間）  

③ 不正行為に関与しないものの、不正行為のあった研究に係る論文等の責任を負う著者 
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（監修責任者、代表執行者又はこれらの者と同等の責任を負うと認定された者）に対し、本

事業への翌年度以降の応募を制限します。（応募制限期間：責任の程度等により、原則、不正

行為があったと認定された年度の翌年度以降１～３年間）  

④ 他府省等※を含む他の資金配分機関に対し、当該研究不正行為に関する措置及び措置の対象

者等について情報提供します。このことにより、研究不正行為があったと認定された研究に

おいて、研究不正行為に関与したと認定された者又は研究不正行為に関与しないものの論文

等に責任を負う著者は、他府省等を含む他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される

場合があります。  

※ 「他府省等」は、経済産業省以外の府省及び独立行政法人を指します。  

⑤ 経済産業省は、不正行為に対する措置を決定したときは、原則として、措置の対象となった

者の氏名・所属、措置の内容、不正行為が行われた研究資金の名称及び当該研究資金の金額、

研究内容と不正行為の内容、調査機関が行った調査結果報告書などについて公表します。  

 

２）他の資金配分機関の事業において不正行為が認められた場合の措置  

他府省等を含む他の資金配分機関の事業において不正行為があると認められ、措置を行うとの

通知を受けた場合、当省の事業においても、資金配分の停止、申請の不採択及び応募申請制限に

ついて、同様に取り扱います。  

 

（３）過去の研究資金において不正行為があったと認められた場合の措置  

過去の研究資金において、不正行為があったと認定された者（当該不正行為があったと認定さ

れた研究に係る論文等の責任を負う者として認定された場合を含む。）は、不正行為指針に基づ

き、本事業への参加が制限されることがあります。 

 

1.7.3 公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応  

（１）研究費の管理体制の整備と実施状況の確認  

研究費の不正な使用及び不正な受給（以下「不正使用等」という。）については、「公的研究

費の不正な使用等への対応に関する指針」（平成２０年１２月３日経済産業省策定）（以下「不

正使用指針」という。）に基づき、経済産業省は資金配分機関として、本事業の補助事業者は

研究機関として研究費の管理体制の整備等の必要な措置を講じることとしています。  

研究機関における研究費の管理体制の整備等については、不正使用指針に基づき、研究費の申

請の際に、書面による報告を求めることがありますので、求められた場合には直ちに提出して

ください。なお、当該年度において、既に他府省等を含む他の資金配分機関に同旨の報告書を

提出している場合は、その写しの提出をもって代えることができます。この他に、研究機関に

おける研究費の管理体制の整備等の実施状況を把握するため、必要に応じて、現地調査を行う

ことがあります。  

また、研究機関において、同指針に基づき、当該研究費の運営・管理に関わる全ての研究者

及び事務職員に対し、不正使用等に当たる行為や研究機関の不正対策に関する方針等の教育

（コンプライアンス教育）を実施することが必要です。  

 

（２）研究費の不正使用等があると認められた場合の措置 

１）本事業において不正使用等があると認められた場合の措置  

本事業において、研究費の不正使用等があると認められた場合、以下の措置を講じます。  

① 不正使用等の重大性などを考慮しつつ、当該研究費の全部又は一部を返還していただくこと

があります。  

② 不正な使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、本事業への翌年度以降の応募

を制限します。（応募制限期間：不正の程度などにより、原則、当該研究費を返還した年度の

翌年度以降１～１０年間）  
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③ 偽りその他不正な手段により研究費を受給した研究者及びそれに共謀した研究者に対し、本

事業への翌年度以降の応募を制限します。（応募制限期間：原則、当該研究費を返還した年度

の翌年度以降５年間）  

④ 不正な使用を行った研究に直接関与していないが善管注意義務※に違反した研究者に対し、

本事業への翌年度以降の応募を制限します。（応募制限期間：原則、当該研究費を返還した年

度の翌年度以降１～２年）  

※ 善良な管理者の注意をもって事業を行うべき義務  

⑤ 他府省等を含む他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対象者等

について情報提供します。このことにより、不正な使用を行った研究者及びそれに共謀した

研究者、不正な受給を行った研究者及びそれに共謀した研究者、及び不正な使用を行った研

究に直接関与していないが善管注意義務に違反した研究者は、他府省等を含む他の資金配分

機関の研究資金への応募が制限される場合があります。  

⑥ 経済産業省は、不正使用等に対する措置を決定したときは、原則として、措置の対象となっ

た者の氏名・所属、措置の内容、不正が行われた研究資金の名称及び当該研究費の金額、研

究内容と不正の内容、研究機関が行った調査結果報告書などについて公表します。  

 

２）他の資金配分機関の事業において不正使用等が認められた場合の措置  

他府省等を含む他の資金配分機関の事業において不正使用等を行ったと認められ、措置を行

うとの通知を受けた場合、当省の事業においても同様に、本事業を含む経済産業省所管の全て

の研究資金への応募申請を制限します。 

 

 （３）過去の研究費において不正使用等があったと認められた場合の措置  

過去に配分を受けた研究費において、不正使用等を行った者（当該不正使用等を共謀した研

究者及び善管注意義務に違反した違反した研究者を含む。）は、不正使用指針に基づき、本事

業への参加が制限されることがあります。 

 

（参考）  

一般社団法人日本ロボット工業会における告発・相談受付窓口 

一般社団法人日本ロボット工業会 総務課  

〒１０５－００１１ 東京都港区芝公園３－５－８  

ＴＥＬ 03-3434-2919／ＦＡＸ 03-3578-1404  

E-mail soumu@jara.jp  

  

1.7.4 研究活動を通じて取得した技術等の輸出規制に対する対応  

（１）我が国では、外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)(以下「外為法」とい

う。)に基づき輸出規制※が行われています。外為法で規制されている貨物や技術を輸出(提供)

しようとする場合は、原則外為法に基づく、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。  

※ 我が国の安全保障輸出管理制度は、国際合意等に基づき、主に①炭素繊維や数値制御工作機

械などある一定以上のスペック・機能を持つ貨物(技術)を輸出(提供)しようとする場合に、原

則として、経済産業大臣の許可が必要となる制度(リスト規制)と②リスト規制に該当しない貨

物(技術)を輸出(提供)しようとする場合で、一定の要件(用途要件・需用者要件又はインフォー

ム要件)を満たした場合に、経済産業大臣の許可を必要とする制度(キャッチオール規制)から成

り立っています。  

 

（２）貨物の輸出だけではなく技術提供も外為法の規制対象となります。リスト規制技術を外国

の者(非居住者)（２０２２年５月１日以降は特定類型※に該当する居住者を含む。）に提供する

場合等はその提供に際して事前の許可が必要です。技術提供には、設計図・仕様書・マニュア
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ル・試料・試作品などの技術情報を、紙・メール・CD・USB メモリなどの記憶媒体で提供する

ことはもちろんのこと、技術指導や技能訓練などを通じた作業知識の提供やセミナーでの技術

支援なども含まれます。外国からの留学生の受入れや、共同研究等の活動の中にも、外為法の

規制対象となり得る技術のやりとりが多く含まれる場合があります。  

※ 非居住者の影響を強く受けている居住者の類型のことを言い、「外国為替及び外国貿易法

第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規定に基づき許可を要する技術を提供する

取引又は行為について」1. (3)サ①～③に規定する特定類型を指します。  

 

（３） 本事業を通じて取得した技術等を輸出（提供）しようとする場合についても、規制対象と

なる場合がありますのでご留意ください。なお、本事業を通じて取得した技術等について外為

法に係る規制違反が判明した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消す（契約の全部又は一

部を解除する）場合があります。 

 

【参照】安全保障貿易管理の詳細については、下記をご覧ください。  

□安全保障貿易管理（全般） https://www.meti.go.jp/policy/anpo/,  

Q&A https://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda.html  

□安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用）：  

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukan

ri03.pdf  

□大学・研究機関のためのモデル安全保障貿易管理規程マニュアル：  

 https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku/manual.pdf  

   ※企業向けは一般財団法人安全保障貿易管理センターのモデル CP も御参考下さい。  

https://www.cistec.or.jp/export/jisyukanri/modelcp/modelcp.html  

□安全保障貿易ガイダンス（入門編）   

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/guidance.html 

 

1.7.5 プロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等について  

 「競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究

活動等に関する実施方針」（令和 2 年 12 月 18 日付け競争的研究費に関する関係府省連絡会申

し合わせ）に基づき、民間企業を除く研究機関でプロジェクトの実施のために雇用される若手

研究者について、プロジェクトから人件費を支出しつつ、当該プロジェクトに従事するエフォ

ートの一部を、自発的な研究活動等に充当することが所属研究機関からの承認が得られた場

合、可能です。  

詳細は、上記の申し合わせ 

（https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/jisshishishin.pdf）を御参照ください。  

 

1.7.6 政府はＥＢＰＭの取組を推進しております。この一環として間接補助事業者の申請書等の

提出時に、原則、法人番号の記載を求めるほか、間接補助事業者の申請時・事業実施期間中・

事業報告提出時等に提供いただいた情報（提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報

も含みます）について、以下のように利用される場合があります。 

（ア）審査、管理、確定、精算に利用します。 

（イ）効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立

行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関（政策の効果検証（ＥＢＰＭ）目的のみの利活

用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者）に提供・利活用される場合があ

ります。 

 また、上記を前提として申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証

への協力に同意したものとみなします。 
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1.8. 補助対象経費  

1.8.1. 補助対象経費の区分  

  

本事業の実施する為に要する経費として、下記に掲げる経費を補助対象経費とします。  

・施設等改修費  

・装置等購入運用費  

・人件費  

・旅費交通費等  

  

※ 人件費については、別添「労務費単価の計算方法」を参照のこと。  

   

1.8.2. 直接経費として計上できない経費   

・建物等施設運営に関する経費（水光熱費等） 

・事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等（机、椅子、書棚等の什器類、事務機

器等） 

・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費（ただし、間接補助事業者に帰責性の

ない事由に基づき生じたキャンセル料等は直接経費として計上できる場合がありますので、

担当者に御相談ください。）  

・その他事業に関係ない経費  

  

1.8.3. 補助対象経費からの消費税額の除外   

補助金額に消費税及び地方消費税額（以下、消費税等という。）が含まれている場合、交付

要綱に基づき、消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書を求めることになります。 

これは、間接補助事業者が消費税等の確定申告時に、仕入控除とした消費税等額のうち補助

金充当額について報告をさせ返還を命じることにより、間接補助事業者に仕入控除とした消費

税等額のうち補助金充当額が滞留することを防止するため規定されています。 

しかしながら、上記の報告書は、補助金精算後に行った確定申告に基づく報告となり、失念

等による報告漏れが散見されることや、間接補助事業者における煩雑な事務手続回避の観点か

ら、以下のとおり取り扱うものとします。 

交付申請書の補助金申請額算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して補助金

額を算定し、交付申請書を提出してください。 

ただし、以下に掲げる間接補助事業者にあっては、補助事業の遂行に支障を来すおそれがあ

るため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定します。なお、事業者側が、消費税

等を補助対象経費としないことを要望すればこの限りではありません。 

※消費税等を補助対象経費とした場合には、状況の変更により消費税に係る仕入控除税

額が発生することによる報告及び返還が発生する場合がありますので注意すること。 

①消費税法における納税義務者とならない間接補助事業者 

②免税事業者である間接補助事業者 

③簡易課税事業者である間接補助事業者 

④国若しくは地方公共団体（特別会計を設けて事業を行う場合に限る。）、消費税法別表第

3に掲げる法人の間接補助事業者 

⑤国又は地方公共団体の一般会計である間接補助事業者 

⑥課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の返還

を選択する間接補助事業者 
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1.9. 補助率及び補助金上限額  

 施設管理、食品の２分野合計予算額 38,700 万円以内。補助率は補助対象経費の２／３以内

（施設分野の大企業は１／２）とします。 

 

1.10. 補助事業期間   

 交付決定の日を事業開始日とし、令和７年２月２８日までに事業を完了し実績報告書を提出

してください。  

 

1.11. 事業全体のスキーム 

 

 

 

 

 

 

  

経済産業省 J A R A 間接補助事業者 補助 補助 
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1-12. 事業の全体スケジュール 

予定 間接補助事業者 JARA 

●公募期間 

＜公募開始＞ 

令和６年７月２日(火) 

＜公募締切＞ 

令和６年７月２６日(金) 

 

  

●審査・交付決定（８月） 

※申請件数・審査状況によ

り、変更となる場合があ

る。 

 

 

●事業開始 

（交付決定後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

●事業完了 

 

 

 

●実績報告及び精算払い請

求 

 

 

●補助金の支払 

（経済産業省の認可後） 

 

 

 

 

 

  

●事業完了以降   

提案書の申請 

（jGrants で計画書等必要書類

を提出） 

提案内容の審査/採択決定 

（必要に応じて個別 

ヒアリング実施） 

交付申請 

交付決定 

（8月下旬予定） 

事業開始 

（交付決定後） 

契約・発注 

事業実施 

中間検査 

事業完了 

採択事業者への 

事務処理説明 

成果報告書、実績報告書 

の作成・提出 

令和７年２月２８日まで 

 

成果報告会 

 

確定検査実施 

（書類検査又は現地調査実施） 

確定通知発行 

精算払い請求 

補助金の支払 

業界等への成果の展開 

ロボットフレンドリーな環境

構築への活動協力 

取得財産の管理 

進捗確認 
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2. 公募から申請、審査、交付決定まで  

2.1. 公募  

  

JARA は、間接補助事業者の一般公募を行います。  

  

JARA ホームページ（http://www.jara.jp）に公募関連情報（公募説明会の開催情報を含む）

を随時掲載します。  

  

  

2.1.1. 公募期間  

  

公募開始：令和６年７月２日（火）  

  

応募締切：令和６年７月２６日（金）正午  

  

※上記期間に jGrants で申請を実施・完了してください。  

  

2.1.2. 説明会の開催  

  

本件に関する説明会を Web 会議（Web-Ex）にて以下のとおり実施します。  

参加を希望する場合は、令和６年７月８日（月）12時までに、2-1-4.お問い合わせ先宛、メ

ールにてご連絡ください。追って Web 会議のご案内を致します。  

日時：令和６年７月１０日（水）11:00～12:00 

場所：Web-Ex 会議 

   

2.1.3. 応募書類  

申請される事業者は、所定の様式を用いて提案書類を一式作成し、上記期間に補助金申請シ

ステム「jGrants」にて、当該資料を提出してください。jGrants では、電子的に申請を受け付

けるとともに、申請に対する事務局からの通知等も、原則として当該申請システムで行います。

jGrants を利用するには、ＧビズＩＤの取得が必要です 

（未取得の場合）。  

jGrants  

操作方法： https://www.jgrants-portal.go.jp/  

画面上部「申請の流れ」タブ＞「事業者クイックマニュアル」をご確認ください。  

※ＧビズＩＤの取得には２〜３週間を要する場合があるため、余裕を持って準備されるよう

十分ご注意ください。  

なお、設立登記法人及び個人事業主以外の申請者（登記法人ではない実行委員会、組合等）

におかれましては、jGrants 使用時に必要なＧビズＩＤの取得ができません。このため、代表

申請者を決めていただき当該法人の法人番号等を用いて申請を行ってください。  

提出先は、以下に記載の jGrants のホームページです。  

  

革新的ロボット研究開発等基盤構築事業に係る間接補助事業者公募  

URL：https://www.jgrants-portal.go.jp/   

  

（トップページの「補助金を探す」から「令和６年度 革新的ロボット研究開発等基盤構築

事業に係る間接補助事業者公募」で検索下さい）  
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（注１）受付期間以降の提出（修正、差替、追加を含む。）は受け付けられません。  

（注２）郵送、持参、ＦＡＸ及び電子メール等による提出は受け付けません。 

また、資料に不備がある場合は、審査対象となりませんので、注意して提出してください。  

  

＜提出書類一覧＞  

 単独提案：単独のものが申請すること。 

 共同提案：複数のものが連名で申請すること 

 

 

No.  

書式  書類名称  備考  

1  指定  間接補助事業_申請書  

（様式１）  

共同提案の場合、複数申請者各々が作成し、幹事

法人が提出書類を取り纏めてアップロードしてく

ださい。  

 

2  指定  間接補助事業_事業計画書 

（様式２）  

共同提案の場合、複数申請者各々が作成し、幹事

法人が提出書類を取り纏めてアップロードしてく

ださい。  

全体の事業計画・実施体制および複数申請者各々

の研究開発項目等について、その役割を明確に記

載してください。 

 

3  指定  （Excel） 

経費内訳書（様式 3-1） 

経費総括表（様式 3-2 

【共同申請のみ】） 

 

 

共同提案の場合、複数申請者各々が作成し、幹事

法人が提出書類を取り纏めてアップロードしてく

ださい。 

共同申請の場合、全体予算計画および複数申請者

各々の予算計画がわかるように作成してくださ

い。 

4 自由 事業計画補足説明・見積書 

（本書類の提出は任意） 

事業計画書に補足する内容がある場合、別添とし

て提出することが可能（補足説明書である旨を明

記）。 

 

事業の実施体制を確認する必要があるため、補助対象として経費計上する中に請負又は委託契

約を予定している場合については、契約先の事業者（ただし、税込み１００万円以上の取引に限

る。）の事業者名、間接補助事業者との契約関係、住所、契約金額、契約内容を記述した実施体制

資料を添付してください。 

実施体制資料は原則、整理表の形で提示していただくとともに実施体制図もあわせて示してく

ださい。実施体制と契約先の事業者名、間接補助事業者との契約関係、住所、契約金額、契約内

容がわかる資料であれば様式は問いません。（実施体制資料の記載例は、3.2.5.実施体制把握を参

照してください。） 

 

 2.1.4 お問合せ先  

公募に関するお問い合わせ、申請方法等の相談・連絡  

  

東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 307 号 

 一般社団法人日本ロボット工業会  
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  担当：小林・矢内・長町（koubo@jara.jp）  

  電話：03-3434-2919  FAX：03-3578-1404    

電話受付時間 10:00～16:00（土日、祝日を除く） 

 

2.2. 審査  

外部の有識者で構成される審査委員会が審査を行い、本事業の目的を達成するために有効と

認められる事業を選定します。審査基準は別紙のとおりですが、以下の項目についても加点対

象として考慮されます。  

  

（１）賃上げの取組 

 以下のうち、いずれかの賃金引上げ計画の表明書等を提出すること。基準を満たす場合、加

点対象となります。 

・令和６年以降に開始する申請者の事業年度において、対前年度比で「給与等受給者一人当

たりの平均受給額（※）」を[大企業：３％・中小企業：１．５％]以上増加させる旨を従業員

に表明していること。 

・令和６年以降の暦年において、対前年比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額（※）」

を[大企業：３％・中小企業：１．５％]以上増加させる旨を従業員に表明していること。 

※中小企業等においては、「給与総額とする。」 

 

（２）ワーク・ライフ・バランスの取組 

以下のうち、該当するものの認定証等の写しを提出すること。基準を満たす場合、加点措置

となります。 

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく認定（える

ぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業） 

・女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、専用サイト（女性の活躍推進企業データベー

ス）で公表している企業（計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）※

常用雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る。 

・次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・トライくるみ

ん認定企業・プラチナくるみん認定企業） 

・青少年の雇用の促進に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定（ユースエール認定） 

 

なお、審査は非公開とし、審査の経過や審査結果に至った理由等に関する問い合わせには応

じないものとします。  

  

2.3. 採択決定  

JARA は、申請された事業が補助の要件等を満たしており、補助金を交付すべきものと認めら

れるものについて、審査委員会の結果に基づき、決定後、JARAから速やかに jGrants にて通知

します。  

  

  

2.4. 交付決定  

採択通知を受けた提案者は、所定期間内に所定の交付申請書を作成の上、JARA に提出し、内

容確認等を経て補助金の交付決定となります。（補助金の交付決定を通知する前において、発

注等を完成させた経費については、補助金の交付対象とはなりません）。  
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なお、採択決定後から交付決定までの間に、経済産業省との協議を経て、事業内容・構成、

事業規模、金額等に変更が生じる可能性があります。また、交付条件が合致しない場合には、

交付決定ができない場合もありますのでご了承ください。  

 間接補助事業者に対して実際に交付する補助金の額は、間接補助事業者から実績報告書の提

出を受けた後に JARA が実施する「確定検査」により決定されるものであり、（3.3.補助金額

の確定及び補助金交付参照）、交付決定通知書に記載の額でないことにご留意下さい。  

  

3. 事業開始～補助金交付   

 

3.1. 事業の開始及び事業完了   

3.1.1. 事業の開始   

間接補助事業者は、JARA から交付決定通知を受けた後に間接補助事業を開始（設計・設

備他の発注、契約等）するにあたっては、以下の点に留意して下さい。また、不明な点があ

れば、必ず JARA の担当者へ連絡して下さい。  

 

① 発注日、契約日は、JARA による交付決定日以降であること。  

  

② 経済性の観点から、可能な範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提

示した者を選定（一般の競争等）してください。相見積りを取っていない場合又は最低

価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした選定理由書

を整備してください。  

  

③ 当該年度に実施された設計、設備購入等については、当該年度中（または、間接補助事

業実績報告書提出の前まで）に対価の支払い及び精算が完了すること。  

   

3.1.2. 計画変更等   

間接補助事業者は、提案申請時の事業の内容を変更、間接補助事業経費の区分ごとに配分さ

れた額の変更、補助事業の中止・廃止等をしようとするときは、事前に JARA の承認を受ける

必要があります。 

   

補助対象経費の区分ごとに配分された額のいずれか低い額の１０％以内で変更する場合は、

JARA の承認を受ける必要はありません。なお、入札による減額は、事業が変更されたわけで

はないため、原則として JARA の承認を受ける必要はありません。  

  

なお、何らかの理由により補助対象経費が増額となる場合であっても、補助金額の増額は原

則認められません。  

   

3.1.3. 申請の取下げ   

採択後、申請者の都合で辞退する場合は、次回以降の応募の評価の際に減点を行うことがあ

ります。  
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3.1.4. 事業実施   

事業実施期間中に JARA から進捗の確認等（進捗状況が分かる資料を用いての説明等。概ね

2 ヶ月に 1 度程度を想定。）を行うことがあります。説明を求める際は、経済産業省ロボット政

策室の担当者が同席することがあります。 

 

3.1.5. 事業の完了 

当該年度の間接補助事業は、成果報告会での発表、成果報告書・実績報告書の提出を持って

事業の完了とします。  

  

また、間接補助事業者から外注先等への代金支払方法は、原則金融機関の振込で行って下さ

い。クレジット契約、割賦契約等による支払いも可能ですが、実績報告前に支払いが完了して

いる必要があります。支払いの事実を証明できる証憑を準備してください。  

   

 

3.2. 完了報告  

3.2.1. 完了報告  

  

間接補助事業者は、当該年度の間接補助事業が完了した場合は、事業終了後３０日以内又は

所定の事業期間終了日（令和７年２月２８日）のいずれか早い日までに成果報告書及び実績報

告書を提出して下さい。  

   

 

3.2.2. 提出書類一覧  

  

No.  書式  書類名称  備考  

1  指定  実績報告書  ※3.2.5 実施体制図も含めます。  

2  自由  成果報告書  ※本書類は公開される場合があります。  

  

3.2.3. 完了報告書類の提出期限  

  

No.  書類名称  提出期限  

1  実績報告書  令和７年２月２８日(又は完了後 30 日)のいずれか早い日 

2  成果報告書  令和７年２月２８日(又は完了後 30 日)のいずれか早い日 

  

  

＜完了報 告の 流れ＞     
  

  
  

  
  

事業完了   
成果 報告会   

成果報告書 提出   
実績 報告書   

提出   

確定検査   
（書類検査及び必 
要に応じ現地 検 
査）   
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3.2.4. 成果報告会の実施事項  

  

・実 施 日： 令和７年３月上旬（予定） 

・場  所： 機械振興会館（東京都港区芝公園３丁目３－５－８）（予定）  

  ※Web 併用の場合あり  

・報告事項： 本事業の研究開発成果  

・報告資料： パワーポイント  

   

3.2.5.実施体制把握 

 

事業の実施体制を確認する必要があるため、事業終了後に実績報告書を提出する際は、別途、

補助対象として経費計上しているもので、請負又は委託契約をいる場合については、契約先の事

業者（ただし、税込み１００万円以上の取引に限る。）の事業者名、補助事業者との契約関係、住

所、契約金額、契約内容を記述した実施体制資料（※）を添付してください。  

（※）本資料は、確定検査の際に確認する資料とします。  

請負先又は委託先から更に請負又は委託をしている場合（再委託等を行っている場合で、税込み

１００万円以上の取引に限る）も、上記同様に、実施体制資料に記述をしてください（再々委託

先については金額の記述は不要）。  

 

【実施体制資料の記載例】  

実施体制は原則、下記のように整理表で提示していただくとともに実施体制図もあわせて示し

てください。実施体制と契約先の事業者名、補助事業者との契約関係、住所、契約金額、契約内

容がわかる資料であれば様式は問いません。  

  

実施体制（税込み１００万円以上の請負・委託契約）  －記載例－  

   

事業者名  当社との関係  住所  契約金額（税込み）  業務の範囲  

㈱ A 研究所  委託先  
東 京 都○○

区・・・  

※算用数字を使用

し、円単位で表記  

※できる限り詳細に

記入のこと  

㈱ B 総研  
再委託先（㈱A 研究

所の委託先）  
上記記載例参照  上記記載例参照  上記記載例参照  

C コンサル㈱  
再委託先（㈱A 研究

所の委託先）  
上記記載例参照  上記記載例参照  上記記載例参照  

(有)D 商会  
再々委託先（㈱B 総

研からの委託先）  
上記記載例参照  記入不要（※）  上記記載例参照  

㈱ E センター  委託先  
東 京 都○○

区・・・  

※算用数字を使用

し、円単位で表記  

※できる限り詳細に

記入のこと  

（※）（有）D商会は、間接補助事業者からは再々委託先になるので契約金額の記入は不要 
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実施体制図（税込み１００万円以上の請負・委託契約）  －記載例－  

 

補助事業者      委託先        再委託先       再々委託先  

  
 

 

3.3. 補助金額の確定及び補助金交付   

3.3.1. 補助金額の確定 

事業終了後、事業者より提出いただく実績報告書に基づき原則として現地調査を行い、支払

額を確定します。  

支払額は、補助対象経費のうち交付決定額の範囲内であって実際に支出を要したと認められ

る費用の合計となります。このため、全ての支出には、その収支を明らかにした帳簿類及び領

収書等の証拠書類が必要となります。また、支出額及び内容についても厳格に審査し、これを

満たさない経費については、支払額の対象外となる可能性もありますのでご注意ください。  

  

※ 計画書記載の内容が十分に行われていない場合、補助金の支払を行いません。  

       自社調達によってなされた設計、製作、物品購入等については、原価計算により利益相当

分を排除した額を補助対象経費の実績額とします。また、関係会社からの調達分についても、

原則、原価計算等により、利益相当分を排除した額を補助対象経費の実績額とします。  

調達は、助成先等が定めた規定に基づいて実施ください。ただし、１契約 200 万円以上

（消費税込）の場合は、必要とする仕様を定めた上で経済性を確保する観点から、助成先の

規定にかかわらず、競争原理を用いた２者以上の相見積（見積競争）を原則とします。100%

子会社等を含む場合でも２者以上の相見積が原則です。  

   

 

 

＜利益排除について＞   

間接補助事業において、補助対象経費の中に間接補助事業者の自社製品の調達がある場合、

間接補助対象事業の実績額の中に間接補助事業者の利益等相当分が含まれることは、補助金

交付の目的上ふさわしくないと捉えられます。このため、利益等排除の方法を原則下記のと

おり取り扱います。  

  

① 利益等排除の対象となる調達先  

        間接補助事業者自身の場合、利益等排除の対象とします。  

  

間接補助 

申請法人 
  

  

㈱ A 研究所   ㈱ B 総研   (有)商会    

C コンサル㈱   

㈱ E センター

ター 
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② 利益等排除の方法  

        原則、設備の製造原価をもって補助対象経費とします。この場合の原価とは、当該調達

品の製造原価をいうこととします。但し、原価等を算出することが困難である場合は、他

の合理的な説明をもって原価として認めます。  

  

例）売上原価÷売上高（直近年度単独決算報告）をもって利益相当額を排除します。  

  

  関係会社から  100％同一資本企業から  自社から  

３者見積の場合  利益排除必要なし  利益排除必要なし  
３者見積参加不可利

益排除  

特命発注の場合  
利益排除必要なし事由

書をもって判断  
利益排除  利益排除  

   

3.3.2. 補助金の支払い  

     間接補助事業者は、JARA の確定通知を受けた後に精算払請求書を提出し、その後、補助金の

支払いを受けることになります。  

  

3.3.3. 財産管理  

     間接補助事業者は、間接補助事業の実施により取得した財産等（取得財産等）について、間

接補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、特に保守についてはその

実施内容、体制等を充分整備し、故障等による設備利用率の低下を最小限にする等、補助金の

交付の目的に従って、その効率的、効果的運用を図る必要があります。  

  

また、取得財産等の管理にあたっては、取得財産等管理台帳を整備し、その管理状況を明ら

かにしておくとともに、処分制限期間内に取得財産等を処分（補助金交付申請書に記載された

間接補助事業の目的及び内容に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保

に供することをいう）しようとする時は、あらかじめ JARA の承認を受ける必要があります。  

  

従って、間接補助事業者において上記の処分あるいは処分に該当する可能性のある手続を行

う必要が生じた場合は、一切の手続（例：財産を担保に供する場合の金銭消費貸借契約手続）

を開始する前に「財産処分承認申請書」を提出してください。  

   

 

3.3.4. 補助金の返還、取消、罰則等  

     万一、革新的ロボット研究開発等基盤構築事業（ロボットフレンドリーな環境構築支援事業）

事業費補助金交付規程（以下、交付規程）に違反する行為がなされた場合は、以下の措置が講

じられ得ることに留意してください。  

  

・ 交付規程に基づく交付決定の取消及び補助金の返還、加算金の計算及び納付、延滞金の  納

付。  

・ 相当の期間補助金等の全部または一部の交付決定を行わないこと。  
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・ JARA の所管する契約について、一定期間指名等の対象外とすること。  

・ 府省等他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対象者等につい

て情報提供します。このことにより、不正使用等を行った者及びそれに共謀した者に対し、

府省等他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があります。 

また、府省等他の資金配分機関から JARA に情報提供があった場合も同様の措置を講じるこ

とがあります。  

・ 間接補助事業者等の名称及び不正の内容の公表。  

   

3.3.5. 不明点について  

  

JARA は「課題設定型産業技術開発費助成事業」事務処理マニュアル（NEDO 作成 

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/hojo_josei_manual_manual.html）に準じた管理を実施

します。但し、費用項目が異なりますので、具体的には個別にご相談下さい。  

  

4. その他  

4.1. 結果の公表について  

     JARA は、補助金の採択決定時に、間接補助事業者名、事業名等を JARA ホームページで公表

します。なお、個々の情報の公表・非公表の取扱いについては、情報公開法に基づく情報開示

に準ずることとします。  

   

4.2. 事業終了後の報告について  

     間接補助事業終了後５年間、実証データの収集・分析、導入効果等についての報告及び当該

内容や各種データ等の公表を JARA 及び RRI から求められる場合があります。  

   

4.3. 秘密の保持   

提出された申請書は、間接補助事業者の選定に使用します。審査委員には守秘義務がありま

すが、提出された申請書は全て審査委員に開示されます。また、事業計画書の内容に関しては、

国又は JARA 及び RRI から公表される場合があります。  

  

取得した個人情報については、事業計画実施体制の審査のために利用します。また、特定の

個人を識別しない状態に加工した統計資料等に利用することがあります。ご提供いただいた個

人情報は、上記の利用目的以外で利用することはありません（ただし、法令等により提供を求

められた場合を除きます）。  

  



1 

 

 

（別添）  

 

労務費単価の計算方法 

  

  

１．労務費単価の算定方法  

  

補助事業における労務費の算出基礎となる労務費単価の算定においては、一部の給与形態を

除き、原則として等級単価一覧表（別表）に基づく等級単価を適用することとし、以下のとお

り取り扱う。  

  

雇用関係  給与  等級単価の適用  労務費単価  

健保等級適用

者  

（Ａ）  

全て  適用される  

賞与回数に応じた等級単価一覧表の区分を選択

し、該当する「健保等級」に対応する時間単価を

適用  

健保等級適用

者 以 外 の 者

（Ｂ）  

年 俸 制

月給制  
適用される  

月給額を算出し、等級単価一覧表の「月給額範

囲」に対応する時間単価を適用  

日給制  適用されない  
等級単価一覧表を適用せず、個別に日給額を所定

労働時間で除した単価（一円未満切捨て）を適用  

時給制  適用されない  等級単価一覧表を適用せず、個別の時給額を適用  

  

労務費単価の具体的な適用は以下のとおりとする。  

  

次の各号に定める分類に応じ、当該各号に定める方法により計算した金額を労務費単価とす

る。  

① 健保等級適用者（Ａ）  

  

次の各要件の全てを満たすも者の労務費単価については、健保等級により該当する等級単

価を使用する。  

  

ア．健康保険料を徴収する事業者との雇用関係に基づき当該補助事業に従事する者。ただし、

役員及び日額または時給での雇用契約者については、健保等級適用者以外の者として取り

扱う。  

  

イ．健康保険法による健康保険加入者であり、標準報酬月額保険料額表の健保等級適用者。

健保等級適用者に適用する労務費単価は、賞与回数に応じて該当する等級単価一覧表の区

分を使用する。 

ａ．賞与が通常支給されない者、又は通常年４回以上支給される者  

  

 →  等級単価一覧表のＡ区分を適用  

  

ｂ．賞与が年１～３回まで支給されている者  

  

 →  等級単価一覧表のＢ区分を適用  
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② 健保等級適用者以外の者（Ｂ）  

  

健保等級適用者以外の者の労務費単価については、その給与形態に応じて以下の区分によ

り取り扱う。この取扱いにおいて等級単価一覧表を適用する場合は、それぞれの年収（当該

従事者に対する年間支給実績額の合計）等を基礎として、等級単価一覧表「月給範囲額」に

より該当する等級単価を適用する。  

  

区 分    

年俸制  給与が年額で定められている者については、年額を１２月で除した額を月給額

とし、等級単価一覧表「月給範囲額」により該当する労務費単価  

月給制  給与が月額で定められている者については、等級単価一覧表「月給範囲額」に

より該当する労務費単価 

日給制  給与が日額で定められている者については、等級単価一覧表によらず、日額を

約束された就業時間で除した金額。ただし、１日単位で事業に従事している場

合には、当該日額をもって１日当たりの労務費単価とるすことができる  

時給制  給与が時給で定められている者については、当該時給をもって労務費単価とす

る  

  

  

２．健保等級適用者以外の者の取扱細則  

２－１．等級単価を適用する者  

前記１．②の区分中、年俸制及び月給制の者に係る月給範囲額の算定については、以下のと

おり取り扱う。  

① 算定に含む金額（健康保険の報酬月額算定に準ずる）基本給、家族手当、住居手当、通勤

手当、食事手当、役付手当、職階手当、早出手当、残業手当、皆勤手当、能率手当、生産

手当、休業手当、育児休業手当、介護休暇手当、各種技術手当、特別勤務手当、宿日直手

当、勤務地手当、役員報酬の内給与相当額等、金銭で支給されるもの。  

なお、賞与については、支給回数に関わらず、この算定に含む。後記④参照。  

  

② 算定に含まない金額解雇予定手当、退職手当、結婚祝金、災害見舞金、病気見舞金、年金、

恩給、健康保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給付、家賃、地代、預金利子、株主配

当金、大入袋、出張旅費、役員報酬（給与相当額を除く）等。  

  

③ 通勤手当の取扱い年俸制及び月給制適用者の通勤手当に含まれる消費税及び地方消費税

（以下「消費税」という。）については除外しない。  

  

④ 賞与の取扱い  

ア．事業期間内に支給される賞与を加算することができる。  

イ．年俸制又は月給制適用者の加算の方法として、給与明細や給与証明の確認による賞与につ

いては、上期（４月～９月）又は下期（１０月～３月）の期間内にそれぞれ支給されること

が確定している額を各期間の月額に加算できる。この場合において年俸制適用者は、月額に

換算して適用する。  

・ 年額に加算できる賞与の額：年間賞与（年間賞与の合計額が確定している場合）  

・ 月額に加算できる賞与の額：上期又は下期の賞与÷６月（１円未満切捨て）  
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 ２－２．等級単価を適用しない者   

健保等級適用者以外の者のうち、日額制及び時給制適用者については、等級単価一覧表（別

表）の労務費単価を適用せず、雇用契約書や給与規程等により規定されている日額及び時間単

価による個別単価を原則適用する。  

  

① 通勤手当の取扱い日額制及び時給制適用者に係る通勤手当については、日額及び時給に通

勤手当相当額を加算することができる。  

  

② 賞与の取扱い  

前記（２）－１．④アについて同様の扱いとするほか、以下にて取り扱う。日額又は月額

に加算できる明確な賞与とは、給与明細等に賞与として額が明示され、支給することが確定

している場合をいう。  

・ 日額に加算できる賞与の額：上期又は下期の賞与÷６月÷２１日（１円未満切捨て）  

・ 時給に加算できる賞与の額：上期又は下期の賞与÷６月÷２１日÷所定就業時間 

（１円未満切捨て）  

  

３．等級単価一覧表の適用方法  

健保等級適用者及び健保等級適用者以外の者のうち等級単価を適用する者について、 

等級単価一覧表（別表）に適用する等級又は給与の基準額は以下の方法により決定する。  

① 当該月に適用される健保等級又は当該月に支給された給与に基づき算定された健保等級を

適用する。  

  

② 健保等級の変更（定時改定や随時改定による）又は給与に改定があった場合は、その改定

月から改定後の健保等級又は給与により算出した等級単価を適用する。  

（ａ）定時決定は、被保険者標準報酬決定通知書の適用年月を適用する。  

（ｂ）随時改定は、被保険者標準報酬決定通知書の改定年月を適用する。  

   

４．等級単価の証明  

前述３．①及び②の健保等級又は給与については、別添様式Ａ１（健保等級証明書）又は別

添様式Ａ２（給与証明書）により、その実績を当該事業者の給与担当課長等に証明させるもの

とする。（証明書の日付は事業期間の最終日～実績報告書の提出日までの間の日付とする。）た

だし、給与明細等により給与が確認できる場合、当該証明書の提出は不要とする。  

労務費の確定に当たっては次の書類等を活用して照合を行うこととする。  

・ 健保等級適用者については、健保等級証明書（被保険者標準報酬決定通知書、同改定通知書、

被保険者標準報酬月額保険料表及び給与明細）。  

・ 健保等級適用者以外の者は、給与証明書（給与明細、従事者毎の雇用に関する契約書）。  

・ 給与台帳、業務日誌、就業規則、就業カレンダー、タイムカード、出勤簿等。  

  



 

様式Ａ１  

  

  

健保等級証明書 

   

事業期間：令和  年  月 日～令和  年  月  日  

令和 年度  健保等級 

従事者氏名  月 月 月 月 賞与の 

支給回数 

月 

〇〇〇〇              

〇〇〇〇              

〇〇〇〇              

  

   

令和  年  月  日  

  

令和  年度事業従事者に係わる健保等級について、上記の通り証明します。  

   

名称(社名等)：  

 

会社法人等番号（１２桁） 

  

所属部署名：  

  

証明者氏名：  

  

  

※事業の開始月、定時決定月(９月)、新規の登録事業者の従事開始月、健保等級に改定がある月

については必ず記載する。  

  

※本様式は、健保等級適用者(Ａ)にのみ使用する。 

 個人事業者などは会社法人等番号の記載は不用。 
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様式Ａ２  

  

給与証明書 

  

 事業期間：令和  年  月  日～令和  年  月  日  

令和  年度 月額給与 

従事者氏名 月 月 月 備考 

〇〇〇〇  給与額          

賞与相当額          

賞与の支給回

数  

        

〇〇〇〇  給与額          

賞与相当額          

賞与の支給回

数  

        

  

   

令和  年  月  日  

  

令和  年度事業従事者に係わる健保等級について、上記の通り証明します。  

   

名称(社名等)： 

 

会社法人等番号（１２桁） 

 

所属部署名： 

 

証明者氏名：  

  

  

※事業の開始日、新規の登録事業者の事業開始月、給与に変更がある月については必ず 

記載する。  

  

※本様式は、健保等級適用者以外の者（Ｂ）にのみ使用する。 

 個人事業者などは会社法人等番号の記載は不用。 
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等級単価一覧表 令和６年度適用 
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（別紙） 

 

令和６年度革新的ロボット研究開発等基盤構築事業の補助対象条件及び審査基準  

 

補助対象条件  審査基準  

Ａ～Ｂ共通 令和 ６年度革新的ロボット研究開発等基盤構築の間接補助事業者共通   

＜Ａ～Ｂ共通補助対象条件＞  

① 日本に拠点を有している法人。  

② 本事業を的確に遂行する組織、人員等を有し、法定耐用年数の間、導入機器等を継続的に

維持運用できること。 

③ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理

能力を有していること。  

④ 本事業の全部又は一部を複数の企業等が共同して実施する場合は、各企業等が当該事業の

研究開発成果の実用化・事業化計画の立案とその実現について十分な能力を有するととも

に、各企業等間の責任と役割が明確化されていること。また、幹事法人を設定すること。 

⑤ 経済産業省及び JARA、RRI、RFA が本事業期間中及び終了後に行う調査や標準化活動への情

報提供等に協力できること。 

⑥ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこ

と。また、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助

事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約（契約

金額１００万円未満のものを除く）に当たっては、経済産業省から補助金交付等停止措置

又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できないため

（補助事業の実施体制が何重であっても同様。）、そのために必要な措置を講じること。  

⑦ 本事業実施に当たって、本事業以外からの国庫による補助等（経済産業省のみならず他省

庁の補助金、委託費、交付金等も含む。）を受けていない又は受ける予定がないこと。 

⑧ 経済産業省におけるＥＢＰＭに関する取組に協力すること。 

 

＜Ａ～Ｂ共通.リソース・ガバナンス審査基準＞  

1.事業を的確に遂行するに足る技術的能力と経営基盤  

2.事業を実施するための十分な組織・人員体制  

3.自己負担分の調達に関する十分な経理的基礎  

4.経理その他の事務についての的確な管理体制及び処理

能力 

4-1.「研究活動の不正行為への対応に関する指針」（平

成 19 年 12 月 26 日経済産業省策定）に基づく整備、

及び教育の状況（未実施の場合は予定を含む）  

4-2.「公的研究費の不正な使用等への対応に関する指

針」（平成 20 年 12 月 3日経済産業省策定）に基づく

整備、及び教育の状況（未実施の場合は予定を含む）  

5.研究開発成果を着実に出すまでの活動実施意思（取組

の継続性）  

6．対前年度比または直近 3年程度平均比における給与総

額（もしくは一人あたり平均）の増額に向けた、賃上げ

の取組（未実施の場合は予定を含む）があれば、事業計

画書に記載のこと（当該予定が未達成の場合、補助事業

終了時に理由書を提出すること）  
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Ａ  ロボットフレンドリーな環境構築（施設管理分野） （補助金額(※) 上限 3,000 万円程度／１件） 

(※)【Ａ】において採択件数は１件と限らない。なお、「補助金額」は１件当たりの目安金額で

あり、提案内容等を踏まえ最終的に補助金額を決定するものとする。 

 

＜開発課題（Ａ）＞  

「ロボット導入のユースケース拡大や利便性・経済性の向上に向けた環境開発」  

  

＜補助対象者（Ａ）＞  

施設環境にロボットの導入を期する事業者であり、ロボットフレンドリーな環境を構築して

研究開発できる資産や技術を有し、ロボットメーカー、建設事業者、設備メーカー等と連携で

きる施設管理者または SIer（ロボットと施設内設備との連携を通じたロボット導入を担う事業

者）であること（これら事業者を中心とした共同提案者を含む）。 

 

＜重要解決ポイント（背景）（Ａ）＞  

オフィスビル、商業施設といった施設内においてロボット導入の費用対効果が上がらない理

由として『エレベータ、セキュリティ扉と連携しなければ移動範囲が限定されてしまう』、『ロ

ボットが活動しやすい設備環境が明確化されておらず、どのような環境を整えるべきかを事業

者毎に検討しなければならない』、『複数ロボットの協調連動をする難易度が高い』などの阻害

要因が挙げられていた。 

それらを解消すべく、ロボットフレンドリー施設推進機構（ＲＦＡ）では、 

〇ロボット・エレベータ連携インタフェイス定義（RFA B 0001 :2022） 

〇ロボット・セキュリティ連携インタフェイス定義（RFA B 0002 :2023） 

〇サービスロボットの移動の円滑化－物理環境の分類と指標－建築物およびその敷地内

（RFA B 0003 :2024） 

という３つの規格を発行している。また、複数ロボットの協調連動（群管理制御）についても、

一昨年度及び昨年度の本事業において、標準的な手法の確立と規格化に向けた成果を挙げている

ところである。 

これらの取組により施設内へロボット導入しやすい環境の明確化を進めてきたところ、今後

は、全国の施設でロボット実装を進めるためには、イニシャルコストの低減やより使いやすい

ロボット開発につながる性能評価指標の策定、収益性検証ができる指標の明確化など、ビジネ

スとして自走できる状況をつくることが重要である。 

＜Ａ.技術審査基準＞  

1.ロボットフレンドリーな環境構築に向けた実現目標設

定の明確性及び妥当性  

2.研究開発における関係者との関係構築力  

3.標準化・規格化を行う関係団体等との関係構築力  

4.ロボット導入の開発検証現場の有無、ユースケース・

対象品の豊富さ  

5.技術力、データ分析力  

6.開発技術を用いた事業展開の可能性、導入普及の可能

性（開発技術の汎用性・波及効果）  

7.予定期間内の開発検証性  

  



3 

 

加えて、これまでにＲＦＡ規格の策定等により標準化が実現した領域・範囲の拡張による設

備連携の更なる容易化も求められる。 

 

＜提案事項（Ａ）＞  

上記重要解決ポイント（背景）の下、経済的障壁や導入障壁等を解決し、ロボット導入が業

界において幅広く促進されていくための研究開発を提案のこと。 

具体的には、本事業の昨年度までの成果を更にエンハンスし、各種成果を着実に社会実装へ

つなげるための研究開発や標準化事業として、以下を想定する（例示であり、必ずしも全てを

網羅している必要はなく、課題解決のために重要と認められる以下に準じた項目の提案も妨げ

ない。また、複数項目を組み合わせることも差し支えない。）。 

 

Ａ－１：昨年度成果や策定済みのＲＦＡ規格を前提とした、ロボフレ環境の更なる実装加速に

資する研究開発または技術検証 

 例えば、 

① エレベータ連携ユースケースを拡大（例えば、ロボットと人のエレベータ同乗ケース等）

をしていく上での環境面での課題整理（標準化領域の特定を含む）や技術検証 

② セキュリティ連携ユースケースを拡大（例えば、夜間の機械警備システム稼働時にロボッ

トが運用できるための警備システム連動等）していく上での環境側での課題整理（標準化

領域の特定を含む）や技術検証 

③ 物理環境指標（ロボフレレベル）の適用ユースケースを拡大（例えば、屋外または半屋

外）していく上での技術検証 

④ 複数メーカーのロボット群管理を実現する上での環境面での制御規格の策定、社会実装の

促進に向けた検証及び実証等 

 

Ａ－２：ロボット導入のユースケース拡大に繋がる、新たな標準化領域のための検証 

 

⑤ ロボットの導入検討や導入効果がわかりやすくなるための、性能評価指標の検討、妥当性

検証（人混みでの回避性能評価指標など） 

⑥ 本事業でこれまで検証されてきた施設（オフィスビル、ホテル、小売店舗）以外のユース

ケースを対象とした、ロボットの実装に資する環境開発（そのための協調領域の特定や課

題整理を含む）や技術検証 

 

Ａ－３：ロボット導入による利便性や経済性の向上に資する新たな環境開発 
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⑦ 簡易・廉価なエレベータ連携手法の確立（実現する上での課題の特定と解決策の提示を含

む。） 

⑧ ロボット導入の収益性検証/指標の明確化（高い汎用性があること） 

 

 

本事業の研究開発によって得られた知的財産等を含めた成果は、日本全国においてロボット

フレンドリーな環境を実現していくために必要不可欠なものであり、研究開発当事者に閉じ

ず、様々な業界において社会実装可能となるかたちで平等に活用できるようにする（例えば、

知的財産の実施権の取扱いや使用料の取扱い等に対する配慮がなされている）。この考えに合

意する者が提案すること。 
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Ｂ．ロボットフレンドリーな環境構築（食品分野）（補助総額(※※)：23,000 万円）  

 

＜開発課題（Ｂ）＞  

「盛付工程及び出荷工程の自動化を実現するための各種標準化」  

  

＜補助対象者（Ｂ）＞  

惣菜や弁当の盛付工程やその前後工程（以下、盛付工程等）に係る業務について、ロボッ

トシステムインテグレータと連携して、業界内で広く普及することを念頭に置いたロボット

システムや周辺環境の開発を行うことができる惣菜製造事業者（小売事業者であって、惣菜

製造も行う事業者も含む）、あるいは当該事業者を中心とした共同提案者であること。また、

取組の内容や成果について、消費者や顧客（小売業者）との共通理解の醸成に向けた取組を

行える事業者であること。 

 

＜重要解決ポイント（背景）（Ｂ）＞  

盛付工程等では、食材の機械的な取扱いの難しさや食材や容器、製品の品種の多さなどに

より自動化が進んでおらず、大部分の工程を人手作業に依存している。こうした多品種生産

では、段取り等の切り替えが多くなるため専用設備の利用が難しく、また、中小企業が多い

ことから高額な設備投資は難しい。 

これらの解消にあたり、ロボットの導入は有効な手段と考えられるが、現在の盛付工程や

環境では、技術面や経済面の課題から、直ちにロボットを導入することは難しい。これらの

背景を総合的に考慮したロボットフレンドリーな環境の構築が不可欠である。  

  

＜提案事項（Ｂ）＞  

上記重要解決ポイント（背景）の下、経済的障壁や導入障壁等を解決し、盛付工程等への

ロボット導入が業界において幅広く促進されていくための研究開発を提案のこと。具体的に

は、本事業の昨年度までの成果を更にエンハンスし、各種成果を着実に社会実装へつなげる

ための研究開発や標準化事業として、以下を想定する（例示であり、必ずしも全てを網羅し

ている必要はなく、課題解決のために重要と認められる以下に準じた項目の提案も妨げな

い。また、複数項目を組み合わせることも差し支えない。）。 

 

 

＜Ｂ.技術審査基準＞  

Ａと同じ  
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① ロボットによる惣菜や弁当盛付実装に資する研究開発(処理能力・精度の更なる向上、対

応品種数の強化、エンドユーザーにおける作業性の向上、普及に向けたモジュール設計な

ど) 

② ロボットフレンドリーな容器・番重やそれに合わせた包装機械・周辺機器の研究開発（処

理能力・精度の更なる向上、食材のはみ出しが検出しやすい容器やその検出方法、新食材

への対応や醤油小袋の投入など） 

③ 食品製造工程における食材投入や食品受取、攪拌などの製造補助装置の研究開発（ロボッ

トフレンドリーな環境構築も含める） 

④ 食品工場において利用できる AMR/AGV の研究開発（ロボットフレンドリーな環境構築も含

める） 

⑤ 惣菜工場の自動化に資するシミュレーションやシフト計算等の導入促進策 

⑥ 食品工場におけるロボットフレンドリーな標準化開発とそのドキュメンテーション（これ

までの事業における開発品成果のカタログリスト作成やロボフレ規格原案等） 

 

 本事業の研究開発によって得られた知的財産等を含めた成果は、日本全国においてロボッ

トフレンドリーな環境を実現していくために必要不可欠なものであり、研究開発当事者に閉

じず、様々な業界において社会実装可能となるかたちで平等に活用できるようにする（例え

ば、知的財産の実施権の取扱いや使用料の取扱い等に対する配慮がなされている）。この考え

に合意する者が提案すること。 

(※※)【Ｂ】において採択件数は１件と限らない。「補助総額」は食品分野全体の総額であ

り、採択された各提案の補助額は、提案内容を踏まえ最終的に補助金額を決定するものとす

る。 

 

 

 


